
平 成 � 年 ６ 月 ７ 日

株 主 各 位
東 京 都 港 区 海 岸 一 丁 目 ５ 番 20 号

東 京 瓦 斯 株 式 会 社
取締役社長 上 原 英 治

第202回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます｡
さて, 当社第 202回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますから, ご出席
くださいますようご通知申しあげます｡
なお, 当日おさしつかえのあります場合は, お手数ながら後記参考書類をご検討
くださいまして, 同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき, ご押印のうえ
折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます｡ 敬 具

記
１ 日 時 平成14年６月27日 (木曜日) 午前10時
２ 場 所 東京都港区海岸一丁目５番20号

当社２階大会議室
３ 会議の目的事項

報 告 事 項 第 202 期(平成�年４月１日から
平成�年３月�日まで)営業報告書・貸借対

照表および損益計算書報告の件
決 議 事 項
第１号議案 第 202 期利益処分案承認の件
第２号議案 定款一部変更の件

議案の要領は, 後記 ｢議決権の行使についての参考書
類｣ (18頁から23頁まで) に記載のとおりであります｡

第３号議案 自己株式取得の件
議案の要領は, 後記 ｢議決権の行使についての参考書
類｣ (23頁) に記載のとおりであります｡

第４号議案 取締役11名選任の件
第５号議案 監査役２名選任の件
第６号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第７号議案 取締役の報酬額改定の件

以 上

当日ご出席の際は, お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあげます｡
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(添付書類)

営 業 報 告 書
平成13年４月１日から( )平成14年３月31日まで

Ⅰ 営業の概況
１ 営業の経過および成果

� 営業活動の状況
当期におけるわが国経済は, 雇用不安等を背景に個人消費が急速に低迷しデ
フレ懸念が強まるなど, 企業を取り巻く環境は厳しい状況が続きました｡
このような経済情勢のもとで当社は, 都市ガスの普及拡大に懸命の営業努力
を払ってまいりました｡
以下, その概要をご報告申しあげます｡
ガ ス

需要家件数は, 当期中に17万２千件増加し, 期末現在で904万４千件とな
り, 900万件の大台を突破するに至りました｡
またガス販売量は, 前期に比べ3.9％増の92億1,897万８千�となりました｡
このうち, 家庭用のガス販売量につきましては, 新規需要家の獲得やガス
機器の普及拡大に努めましたが, 記録的暖冬による影響を受け, 前期に比べ
1.5％減の30億7,258万３千�となりました｡ また, 業務用 (商業用・公用お
よび医療用) につきましては, 地球環境保全や電力負荷平準化に寄与するガ
ス冷暖房を主力商品として需要拡大に努め, 前期に比べ0.2％増の22億8,383
万９千�となりました｡ 工業用は, 天然ガスの持つ環境性と当社のエンジニ
アリング力を最大限活かした拡販の結果, 前期に比べ14.7％増の29億1,160
万２千�を販売することができました｡ また, 他ガス事業者への卸供給は,
卸供給先の需要増により, 前期に比べ1.9％増の9億5,095万３千�を販売い
たしました｡
一方, ガス売上高につきましては, 平成13年２月に実施した料金引き下げ
等の影響はあったものの, ガス販売量の増加などにより, 前期に比べ92億28
百万円, 1.3％増の7,433億47百万円となりました｡

受注工事
受注工事につきましては, 新設工事27万８千件および増設工事８万１千件
等を実施いたしました｡ これによる受注工事売上高は, 前期に比べ1.1％減
の655億21百万円となりました｡
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ガス機器
ガス機器につきましては, 高い安全性をベースに, 環境性, 快適性, 利便
性, 経済性に優れた調理機器, 給湯機器, 暖冷房機器等の開発・販売に努力
いたしました｡ ガス機器売上高の合計は, 前期に比べ1.0％増の1,288億75百
万円となりました｡

そ の 他
地域冷暖房につきましては, 新宿新都心や幕張新都心, さいたま新都心な
ど18地区において事業を展開しております｡ これらの売上収益を中心とした
附帯事業収益の合計は, 前期に比べ2.7％減の365億36百万円となりました｡

� 売上高および利益の状況
ガス売上高に受注工事・器具販売等の営業雑収益および附帯事業収益を加え
た当期の総売上高は, 前期に比べ0.9％増の9,745億66百万円となりました｡
一方, 費用の面におきましては, 円安の影響等により原料費が増加いたしま
したが, 減価償却費の減少および経営全般にわたるコストダウン等によりまし
て, 当期の税引後利益は484億51百万円となりました｡

� 設備投資の状況
当期の設備投資総額は, 925億55百万円でありました｡
当期建設中の主な製造設備は, 扇島工場のＬＮＧ (液化天然ガス) 地下貯蔵
タンク１基であります｡
供給設備では, 当期完成した埼北幹線・第二千葉幹線をはじめ, 本支管738
kmの期中増加があり, 期末現在の総延長は48,646kmとなりました｡ なお, 現
在, 熊谷～佐野幹線, 栃木ライン等の供給設備を建設中であります｡

� 資金調達の状況
当期中, 普通社債は, 300億円を新規発行し, 一方, 銀行との間に債務履行

引受契約を締結し債務を譲渡したことにより100億円減少したため, 前期末に
比べて200億円増加いたしました｡ 転換社債は, 957億36百万円償還し, 買入消
却の実施により97億円, 株式への転換により52百万円それぞれ減少いたしまし
たので, 前期末に比べて1,054億88百万円減少いたしました｡ 借入金は64億
19百万円減少いたしましたが, コマーシャルペーパーにより120億円を調達い
たしました｡ この結果, 有利子負債残高は前期末に比べて799億７百万円減の
6,056億16百万円となりました｡
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� 会社が対処すべき課題
エネルギー市場は, 規制緩和の進展によって, 電気・ガス事業者の相互参入
や新規事業者の参入が加速され, 本格的なエネルギー大競争時代を迎えており
ます｡ また, 資本の国際化と経営の透明性の要請や, CO2排出による地球温暖
化等の環境問題, わが国における一世帯あたり家族人員数の減少等の需要構造
変化など, 当社グループを取り巻く経営環境は急激なスピードで変化しており,
今まで以上に的確かつ迅速な対応が求められております｡
当社は, 激化するエネルギー競争に打ち勝つため, 会社を挙げ最大限の経営
効率化を継続して進めておりますが, 一方, こうした変化の流れを大きなビジ
ネスチャンスと捉えております｡ とりわけ電力事業領域においては, この１年
間に㈱東京ガスベイパワー, 川崎天然ガス発電㈱などの新社を設立し, 事業の
展開に力を入れるとともに, 小型コージェネレーションシステムとして開発の
進んでいるマイクロガスタービンの普及や, 家庭用コージェネレーションシス
テムとして小型燃料電池の開発にも力を注いでおります｡ ガス上流分野におい
ては, ＬＮＧタンカーの自社所有に加え, 豪州のビクトリア州沖ガス開発事業,
豪州・東チモール沖のバユ・ウンダン・ガス田開発プロジェクトに参画いたし
ます｡ さらに, エネルギーサービス・ソリューション事業の拡大を目指すため,
本年７月に㈱エネルギーアドバンスの設立を予定するなど, 積極的に事業領域
の拡大に努めております｡
当社は現在, 平成11年に策定した ｢中期経営計画 (2000～2004年度)｣ に基

づき ｢お客さまや株主の皆さま, そして社会からその存在を常に評価される企
業への変革｣ を目指す ｢新しい公益事業｣ の実現に向け, 全社一丸となって取
り組んでおりますが, グループ全体として, より徹底した経営効率化と競争力
強化により企業グループ価値の最大化を図る ｢グループ中期経営計画 (2003～
2007年度)｣ を今秋を目途に策定してまいります｡
この新たなグループ中期経営計画では, 来たるべきエネルギー自由化の時代
を先取りしたガス事業ビジネスモデル自体の変革や新たなグループ経営戦略の
構築等による経営と事業の変革を通じて, 天然ガスに加え熱・電気を供給し,
エネルギー周辺領域の新規分野へも積極的に進出する ｢エネルギーフロンティ
ア産業｣ として発展していくことを目指してまいります｡
当社は, エネルギー間の競合がますます激化する中にあっても, 保安・サー
ビスの向上に努め, お客さま満足度を高めるとともに新たなビジネスモデルの
追求と企業価値の増大を実現し, 株主の皆さまのご期待にお応えしてまいりた
いと考えております｡
株主の皆さまには, こうした当社の取り組みに対するご理解を賜りますとと
もに, 今後とも相変わらぬご支援をお願い申しあげます｡
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２ 営業成績および財産状況の推移

第199期 (平成10年度)
ガス販売量の2.0％の増加がありましたものの, 原料費調整制度に基づく料金

単価の調整等により, ガス売上高は1.7％減少いたしましたが, 原油価格の低下
による原料費の減少や経営全般にわたるコストダウン等により, 経常利益は対前
期比62億20百万円, 20.6％増加いたしました｡

第200期 (平成11年度)
ガス販売量の3.2％の増加がありましたものの, 原料費調整制度に基づく料金

単価の調整等により, ガス売上高は0.4％減少いたしました｡ 経営全般にわたる
コストダウン等に努めましたが, 原油価格の高騰により原料費が10.8％増加した
ことなどにより, 経常利益は対前期比14億76百万円, 4.1％減少いたしました｡

第201期 (平成12年度)
ガス料金の引き下げ等の影響はありましたものの, ガス販売量の5.4％の増加

および原料費調整制度に基づく料金単価の調整等により, ガス売上高は10.3％増
加いたしました｡ 原油価格の高騰により原料費が増加いたしましたが, 経営全般
にわたりコストダウン等に努めましたため, 経常利益は対前期比236億13百万円,
67.6％増加いたしました｡

第202期 (平成13年度)
当期につきましては, 前記 ｢営業の経過および成果｣ に記載のとおりでありま
す｡

(注) 第200期から税効果会計, 第201期から金融商品会計を適用しております｡

区 分 第199期
(平成10年度)

第200期
(平成11年度)

第201期
(平成12年度)

第202期
(平成13年度)

総 売 上 高 (百万円) 870,838 869,939 965,619 974,566

経 常 利 益 (百万円) 36,405 34,929 58,542 72,249

当 期 利 益 (百万円) 16,915 22,395 27,400 48,451

１ 株 当 た り (円)当 期 利 益 6.02 7.97 9.75 17.24

総 資 産 (百万円) 1,399,820 1,493,699 1,490,157 1,411,444

純 資 産 (百万円) 391,295 443,363 508,185 517,070

―(５)―



Ⅱ 会社の概況 (平成14年３月31日現在)

１ 主要な事業内容
� ガスの製造・供給および販売
� ガス機器の製作・販売およびこれに関連する建設工事
� 冷温水および蒸気の地域供給

２ 株式の状況
� 会社が発行する株式の総数 6,500,000,000株
� 発行済株式の総数 2,810,165,397株

(注) 当期中に転換社債の株式への転換により153,391株を発行いたしました｡

� 株 主 総 数 202,670名
� 大 株 主

(注) １ UFJ信託銀行株式会社は, 東洋信託銀行株式会社が平成14年１月15日社名変更し
たものであります｡

２ 当社は株式会社第一勧業銀行の持株会社である株式会社みずほホールディングスの
株式35,037株を所有しており, その持株比率は0.37%であります｡ なお, この持株
比率については, 同社発行の議決権のない優先株式を除いて算出しております｡

� 自己株式の取得, 処分等および保有
①取得株式
単元未満株式 (単位未満株式を含む) の買取りによる取得
普通株式 648,468株
取得価額の総額 240,283,391円

株 主 名
当社への出資状況 当社の大株主への出資状況

所有株式数 持株比率 所有株式数 持株比率
千株 ％ 千株 ％

日本生命保険相互会社 154,773 5.51 0 0

第一生命保険相互会社 135,964 4.84 0 0

三菱信託銀行株式会社(信託口) 113,004 4.02 0 0

富国生命保険相互会社 78,504 2.79 0 0

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口) 72,124 2.57 0 0

UFJ信託銀行株式会社
( 信 託 勘 定 Ａ 口 ) 65,344 2.33 0 0

株式会社 第一勧業銀行 50,472 1.80 0 0

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 47,105 1.68 0 0

三 菱 商 事 株 式 会 社 42,959 1.53 4,756 0.30

東京瓦斯社員持株会 42,686 1.52 0 0

―(６)―



②処分株式
普通株式 391,000株
処分価額の総額 146,159,315円

③決算期における保有株式
普通株式 266,208株

３ 企業結合の状況

重要な子会社の状況

東京エルエヌジータンカー株式会社, パークタワーホテル株式会社, 東京酸

素窒素株式会社, 筑波学園ガス株式会社およびティージー・エンタープライズ

株式会社は, 当期から重要な子会社といたしました｡

上記の重要な子会社14社の売上高の合計は2,531億５百万円, 税引後当期利

益の合計は37億16百万円であります｡
(注) 持株比率欄の ( ) 内は, 当社の子会社が所有する持株比率を内数で示しております｡

会 社 名 資本金 持株比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

東京ガス都市開発株式会社 8,779 100.00 不動産の管理・賃貸・仲介
株式会社 ガ ス タ ー 2,450 66.67 ガ ス 機 器 の 製 造 ・ 販 売

株式会社 関 配 1,300 93.24
(12.16)

ガス配管･給排水･空調･新増改築工事の設計･施工
ガ ス 機 器 の 販 売

東京エルエヌジータンカー株式会社 1,200 100.00 ＬＮＧ・ＬＰＧ輸送船の貸渡

東京ガスエネルギー株式会社 1,000 100.00
(11.50) ＬＰＧ・コークスの販売

東京ガスケミカル株式会社 1,000 100.00
(17.70) 工業ガス・タール製品の販売

パークタワーホテル株式会社 1,000 100.00
(100.00) ホ テ ル 事 業

東京酸素窒素株式会社 800 54.00
(54.00) 液化酸素・液化窒素の製造・販売

千葉ガス株式会社 480 99.94 ガ ス 事 業
ティージー･クレジットサービス

株式会社 450 100.00 ガス機器およびガス工事に関するクレ
ジット業務ならびに各種リース業務

株式会社 ティージー情報ネットワーク 450 100.00 コンピュータソフトウェアの開発･販売
ならびに機器の設置･保守および販売

筑波学園ガス株式会社 280 100.00 ガ ス 事 業
ティージー･エンタープライズ株式会社 200 100.00 グ ル ー プ 内 金 融 事 業
東京ガス･エンジニアリング

株式会社 100 100.00 エネルギー関連を中心とした
総合エンジニアリング

―(７)―



４ 主要な借入先

(注) １ 年金資金運用基金は, 年金福祉事業団が平成13年４月１日解散し, その事業を引き
継いだものであります｡

２ 三菱信託銀行株式会社は, 日本信託銀行株式会社および東京信託銀行株式会社と平
成13年10月１日合併しました｡

３ 株式会社三井住友銀行は, 株式会社さくら銀行と株式会社住友銀行が平成13年４月
１日合併したものであります｡

５ 従業員の状況

(注) 従業員数は常勤の就業人員数を記載しており, 出向者および臨時従業員を含みません｡

借 入 先 借入残高
借入先が有する当社の株式
株 式 数 持株比率

百万円 千株 ％

日 本 政 策 投 資 銀 行 72,219 0 0
年 金 資 金 運 用 基 金 4,584 0 0
三 菱 信 託 銀 行 株 式 会 社 3,100 16,698 0.59
中央三井信託銀行株式会社 2,514 0 0
株式会社 新 生 銀 行 2,364 10,903 0.39
株式会社 日 本 興 業 銀 行 1,590 4,138 0.15
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,300 154,773 5.51
株式会社 第 一 勧 業 銀 行 1,274 50,472 1.80
株式会社 東 京 三 菱 銀 行 1,274 21,931 0.78
株式会社 三 井 住 友 銀 行 1,274 11,953 0.43

従業員数 (前期末比増減) 平 均 年 齢 平均勤続年数

11,967名 (－372名) 44.2才 20.0年
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６ 主要な事業所
○ 本 社 (東京都港区)
○ 支 店

○ 支 社

○ 導管事業部

○ 工 場

○ そ の 他

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
南 部 支 店 東 京 都 港 区 北 部 支 店 東 京 都 練 馬 区
中 央 支 店 東 京 都 目 黒 区 埼 玉 支 店 埼玉県さいたま市
東 部 支 店 東 京 都 江 東 区 神 奈 川 支 店 神奈川県横浜市
千 葉 支 店 千 葉 県 千 葉 市 川 崎 支 店 神奈川県川崎市
西 部 支 店 東 京 都 杉 並 区 神 奈 川 西 支 店 神奈川県藤沢市
多 摩 支 店 東 京 都 立 川 市

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
日 立 支 社 茨 城 県 日 立 市 熊 谷 支 社 埼 玉 県 熊 谷 市
常 総 支 社 茨城県竜ヶ崎市 宇 都 宮 支 社 栃木県宇都宮市
甲 府 支 社 山 梨 県 甲 府 市 長 野 支 社 長 野 県 長 野 市
群 馬 支 社 群 馬 県 高 崎 市

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
南部導管事業部 東 京 都 港 区 北部導管事業部 東 京 都 北 区
東部導管事業部 東 京 都 荒 川 区 神奈川導管事業部 神奈川県横浜市
西部導管事業部 東京都世田谷区

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
根 岸 工 場 神奈川県横浜市 扇 島 工 場 神奈川県横浜市
袖 ケ 浦 工 場 千葉県袖ケ浦市

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
リビング営業本部 東 京 都 新 宿 区 関 連 事 業 本 部 東 京 都 新 宿 区
エネルギー営業本部 東 京 都 新 宿 区

―(９)―



７ 取締役および監査役

取締役会長 安 西 邦 夫
取締役社長 上 原 英 治

取締役副社長 ライン部門 (関連事業本部を除く) を主として総括,( )防災・供給センター担当 山 口 靖 之

取締役副社長 スタッフ部門 (防災･供給センターを除く) および( )関連事業本部を主として総括, 用地環境整備プロジェクト部担当 伊 藤 春 野

専務取締役 (導管・保安本部長) 高 砂 智 之
専務取締役 (リビング営業本部長) 秋 元 壯一郎
専務取締役 (総務部, 人事部担当) 市 野 紀 生
専務取締役 (生産本部長) 大 堀 文 男
常務取締役 (秘書部, 広報部担当) 田 熊 典 敞
常務取締役 (お客さまサービス本部長) 伊 藤 亨
常務取締役 (広域圏営業本部長) 西 脇 英 夫
常務取締役 (関連事業本部長) 大 野 省 三
常務取締役 (Ｒ＆Ｄ本部長) 小 林 剛 也
常務取締役 (環境部, 国際部担当) 石 黒 正 大
常務取締役 (経理部, 資材部, 原料部担当) 鳥 原 光 憲
常務取締役 (監査部, 総合企画部, 情報通信部担当) 草 野 成 郎
常務取締役 (エネルギー営業本部長およびエネルギー営業本部大口エネルギー事業部長) 横 内 稔
取 締 役 (総務部担当取締役付 社団法人日本瓦斯協会常務理事) 井 村 義 人
取 締 役 (国際部担当取締役付 社団法人日本瓦斯協会常務理事) 浦 野 浩
取 締 役 (お客さまサービス本部神奈川支店長) 久 野 武 男
取 締 役 (経理部長) 石 川 赳 夫
取 締 役 (導管・保安本部導管部長) 桜 井 正
取 締 役 (用地環境整備プロジェクト部長) 膳 場 忠
取 締 役 (エネルギー営業本部エネルギー企画部長) 前 田 忠 昭
取 締 役 (Ｒ＆Ｄ本部Ｒ＆Ｄ企画部長) 植 村 家 顯
取 締 役 (総合企画部長) 國 富 �
取 締 役 (Ｒ＆Ｄ本部技術開発部長) 徳 本 恒 徳
取 締 役 (エネルギー営業本部コーディネーター) 今 沢 時 雄
常勤監査役 小 川 明 良
常勤監査役 小笠原 繁
常勤監査役 虎 頭 健四郎
監 査 役 (東京電力株式会社相談役) 那 須 翔
監 査 役 佐 藤 昌 之

(注) １ 会長, 社長, 副社長および専務取締役は, 代表取締役であります｡
２ 大堀文男は, 平成13年6月28日常務取締役から専務取締役に就任いたしました｡
３ 横内 稔は, 平成13年6月28日取締役から常務取締役に就任いたしました｡

―(�)―



４ 今沢時雄は, 平成13年6月28日取締役に就任いたしました｡
５ 廣岡武機は, 平成13年6月28日取締役を辞任いたしました｡
６ 那須 翔は, 平成13年6月28日監査役に就任いたしました｡
７ 平岩外四は, 平成13年6月28日任期満了により監査役を退任いたしました｡
８ 監査役のうち那須 翔および佐藤昌之は,｢株式会社の監査等に関する商法の特例に
関する法律｣ 第18条第１項に定める社外監査役であります｡

―(�)―



貸 借 対 照 表
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貸借対照表の注記
１ 有形固定資産の減価償却累計額 1,952,749百万円
２ 重要な会計方針
� 有形固定資産の減価償却の方法は定率法によっております｡
ただし, 平成10年４月１日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く) につい
ては, 定額法を採用しております｡

� 有価証券については次のとおりであります｡
満期保有目的の債券の評価は, 償却原価法によっております｡
子会社株式および関連会社株式の評価は, 移動平均法による原価法によってお
ります｡
その他有価証券で時価のあるものの評価は, 決算日の市場価格等に基づく時価
法によっております (評価差額は全部資本直入法により処理し, 売却原価は移動
平均法により算定しております)｡
その他有価証券で時価のないものの評価は, 移動平均法による原価法によって
おります｡

� たな卸資産 (製品・原料・貯蔵品) の評価は移動平均法による原価法によって
おります｡

� 退職給付引当金は, 従業員の退職給付に備えるため, 当期末における退職給付
債務および年金資産の見込額に基づき, 当期末において発生していると認められ
る金額を計上しております｡

� ガスホルダー修繕引当金は, 球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の
支出に備えるため, 次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分して計上してお
ります｡

� 消費税等の会計処理は, 税抜方式によっております｡
３ 前期において資産の部に計上していた ｢自己株式｣ (その他流動資産２百万円)
は, ガス事業会計規則の改正により, 当期末においては資本の部の末尾に計上し
ております｡

４ 関係会社に対する金銭債権・金銭債務のうち, 子会社に対するものは次のとおり
であります｡
長期金銭債権 65,662百万円 長期金銭債務 641百万円
短期金銭債権 14,119百万円 短期金銭債務 14,879百万円

５ 関係会社投資のうち子会社株式 21,265百万円
６ 外貨建未収入金 5,413百万円 (40,935千米ドル)
外貨建買掛金 5,936百万円 (44,216千米ドル)

７ 担保に供している資産
有形固定資産 72百万円

８ 保証債務 14,903百万円 (うち当社負担額11,362百万円)
社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 75,000百万円

９ ガスホルダー修繕引当金は商法第287条ノ２に規定する引当金であります｡
10 １株当たりの当期利益 17円24銭
11 商法第290条第１項第６号に規定する純資産の増加額は30,375百万円であります｡

―(�)―



損 益 計 算 書
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会計監査人監査報告書

謄本
監 査 報 告 書

平成 14 年５月 14 日

東 京 瓦 斯 株 式 会 社
取締役社長 上 原 英 治 殿

朝 日 監 査 法 人
代表社員
関与社員 公認会計士 山 口 俊 明 �

代表社員
関与社員 公認会計士 小 西 彦 衞 �

関与社員 公認会計士 鈴 木 清 孝 �

当監査法人は, ｢株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律｣第２条
の規定に基づき, 東京瓦斯株式会社の平成13年４月１日から平成14年３月31日
までの第202期事業年度の貸借対照表, 損益計算書, 営業報告書 (会計に関す
る部分に限る｡) 及び利益処分案並びに附属明細書 (会計に関する部分に限る｡)
について監査を行った｡ なお, 営業報告書及び附属明細書について監査の対象
とした会計に関する部分は, 営業報告書及び附属明細書に記載されている事項
のうち会社及び子会社の会計帳簿の記録に基づく記載部分である｡
この監査に当たって, 当監査法人は, 一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠し, 通常実施すべき監査手続を実施した｡ なお, この監査手続は, 当
監査法人が必要と認めて実施した子会社に対する監査手続を含んでいる｡

監査の結果, 当監査法人の意見は次のとおりである｡
� 貸借対照表及び損益計算書は, 法令及び定款に従い会社の財産及び損益の
状況を正しく示しているものと認める｡

� 営業報告書 (会計に関する部分に限る｡) は, 法令及び定款に従い会社の
状況を正しく示しているものと認める｡

� 利益処分案は, 法令及び定款に適合しているものと認める｡
� 附属明細書 (会計に関する部分に限る｡) について, 商法の規定により指
摘すべき事項はない｡

会社と当監査法人又は関与社員との間には, 公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない｡

以 上

―(�)―



監査役会監査報告書

謄本
監 査 報 告 書

当監査役会は, 平成13年４月１日から平成14年３月31日までの第202期事業年
度の取締役の職務の執行に関して, 各監査役から監査の方法および結果の報告を
受け, 協議の上, 本監査報告書を作成し, 以下のとおり報告いたします｡
１ 監査役の監査の方法の概要

各監査役は, 監査役会が定めた監査の方針等に従い, 取締役会その他重要な
会議に出席するほか, 取締役等から営業の報告を聴取し, 重要な決裁書類等を
閲覧し, 本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたし
ました｡ 子会社に対しては営業の報告を求め, 必要に応じて子会社に赴き, 業
務および財産の状況を調査いたしました｡ また, 会計監査人から報告および説
明を受け, 計算書類および附属明細書につき検討を加えました｡
取締役の競業取引, 取締役と会社間の利益相反取引, 会社が行った無償の利
益供与, 子会社または株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得およ
び処分等に関しては, 上記の監査の方法のほか, 必要に応じて取締役等から報
告を求め, 当該取引の状況を詳細に調査いたしました｡
２ 監査の結果
� 会計監査人朝日監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます｡
� 営業報告書は, 法令および定款に従い, 会社の状況を正しく示しているも
のと認めます｡

� 利益処分に関する議案は, 会社財産の状況その他の事情に照らし指摘すべ
き事項は認められません｡

� 附属明細書は, 記載すべき事項を正しく示しており, 指摘すべき事項は認
められません｡

� 取締役の職務遂行に関しては, 子会社に関する職務を含め, 不正の行為ま
たは法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません｡
なお, 取締役の競業取引, 取締役と会社間の利益相反取引, 会社が行った
無償の利益供与, 子会社または株主との通例的でない取引ならびに自己株式
の取得および処分等についても取締役の義務違反は認められません｡
平成 14 年５月 16 日

東京瓦斯株式会社 監査役会
常勤監査役 小 川 明 良 �
常勤監査役 小笠原 繁 �
常勤監査役 虎 頭 健四郎 �
監 査 役 那 須 翔 �
監 査 役 佐 藤 昌 之 �

(注) 監査役那須 翔および監査役佐藤昌之は, ｢株式会社の監査等に関する商法の特例に
関する法律｣ 第18条第１項に定める社外監査役であります｡

―(�)―
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議決権の行使についての参考書類

１ 総株主の議決権の数 2,783,017個

２ 議案および参考事項

第１号議案 第202期利益処分案承認の件

議案の内容は前記15頁に記載のとおりであります｡

当期の利益配当金につきましては, 当期中間配当金と同様１株につ

き３円とさせていただきたいと存じます｡

また, 財務内容の充実に意を用い, 別途積立金300億円を積み立てさ

せていただきたいと存じます｡

取締役賞与金につきましては, 諸般の事情を考慮し, 7,900万円を計

上させていただきたいと存じます｡

なお, 租税特別措置法などの規定に基づき, 海外投資等損失準備金

および特定ガス導管工事償却準備金を取り崩し, また特定ガス導管工

事償却準備金をその限度額まで積み立てさせていただきたいと存じま

す｡

第２号議案 定款一部変更の件

１. 変更の理由

� 事業目的の追加

今後の事業展開に備えるとともに, 当社事業の現状に即して

事業内容の明確化を図るため, 事業目的を追加するものであり

ます｡

� 商法改正に伴う変更

・｢商法等の一部を改正する等の法律｣ (平成13年法律第79号)

が平成13年10月１日に施行され, 額面株式の廃止, 単元株制
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度の創設等がなされるとともに, ｢株式の消却の手続に関する

商法の特例に関する法律｣ が廃止されたことに伴い, 関連す

る規定の削除・新設および語句の修正など所要の変更を行う

ものであります｡

・｢商法等の一部を改正する法律｣ (平成13年法律第128号) が平

成14年４月１日に施行され, 新株予約権の導入, 株式関係書

類について電磁的方法による記録が認められたことに伴い,

関連する規定の語句の追加など所要の変更を行うものであり

ます｡

・｢商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律

の一部を改正する法律｣ (平成13年法律第149号) が平成14年

５月１日施行されたことに伴い, 取締役および監査役が期待

される役割を十分に発揮できるよう, 取締役ならびに監査役

の責任を法令に定める範囲内で免除する規定を新設するもの

であります｡ なお, 本件につきましては, あらかじめ監査役

会における全員一致の決議による同意を得ております｡

� 取締役の定員・任期の変更等

経営環境の変化に対応できるスリムで迅速な経営体制を構築

するため, 取締役の定員の大幅削減と任期短縮および代表取締

役等についての規定の変更を行うものであります｡ なお, 業務

の執行機能の強化のため, 本年から執行役員制を導入いたしま

す｡

２. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります｡
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(下線は変更部分)

現 行 定 款 変 更 案

(目的)
第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とす
る｡
１～

(記載省略)
15

(新 設)

(新 設)
16 (記載省略)
17 (記載省略)

(株式の総数および１株の金額)
第５条 当会社が発行する株式の総数は65億株と
し, 額面株式の１株の金額は50円とする｡

(取締役会決議による自己株式の取得)
第６条 当会社は, 平成10年６月27日以降, 取締
役会の決議をもって, ２億8,000万株を限度と
して, 利益による消却のために自己株式を買い
受けることができる｡

(１単位の株式の数)
第７条 当会社の１単位の株式の数は1,000株と
する｡

(新 設)

(名義書換代理人)
第８条 当会社は株式につき名義書換代理人を置
く｡
名義書換代理人およびその事務取扱場所は,
取締役会の決議によって選定し, これを公告す
る｡
当会社の株主名簿 (実質株主名簿を含む｡ 以
下同じ｡) は名義書換代理人の事務取扱場所に
備え置き, 株式の名義書換, 実質株主名簿への
記載, 単位未満株式の買い取り等株式に関する
事務は, 名義書換代理人に取り扱わせ, 当会社
においてはこれを取り扱わない｡

(目的)
第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とす
る｡
１～

(現行どおり)
15
16 損害保険代理業, 生命保険募集業務, 集金
代行業務, 掃除･住宅営繕等の家事手伝の受
託業務, クレジットカード業, 広告業, 出版
業および労働者派遣業
17 船舶貸渡業および海上運送業
18 (現行16の号数を繰り下げます)
19 (現行17の号数を繰り下げます)

(株式の総数)
第５条 当会社が発行する株式の総数は65億株と
する｡

(削 除)

(１単元の株式の数)
第６条 当会社の１単元の株式の数は1,000株と
する｡

(単元未満株券の不発行)
第７条 当会社は, １単元の株式の数に満たない
株式 (以下 ｢単元未満株式｣ という｡) に係わ
る株券を発行しない｡ ただし, 株式取扱規則に
定めるところについてはこの限りでない｡

(名義書換代理人)
第８条 当会社は株式および新株予約権につき名
義書換代理人を置く｡
名義書換代理人およびその事務取扱場所は,
取締役会の決議によって選定し, これを公告す
る｡
当会社の株主名簿 (実質株主名簿を含む｡ 以
下同じ｡) および新株予約権原簿は名義書換代
理人の事務取扱場所に備え置き, 株式および新
株予約権の名義書換, 実質株主名簿および新株
予約権原簿への記載, 単元未満株式の買い取り
等株式および新株予約権に関する事務は, 名義
書換代理人に取り扱わせ, 当会社においてはこ
れを取り扱わない｡

―(�)―



現 行 定 款 変 更 案

(株式取扱規則)
第９条 株式の名義書換, 実質株主名簿への記載,
単位未満株式の買い取りその他株式に関する取
り扱いおよびその手数料ならびに株券の種類に
ついては取締役会で定める株式取扱規則による｡

(基準日)
第10条 当会社は毎年３月31日の最終の株主名簿
に記載された株主 (実質株主を含む｡ 以下同じ｡)
をもって, その決算期に関する定時株主総会に
おいて権利を行使すべき株主とする｡
前項その他定款に定めある場合のほか必要が
あるときは, 取締役会の決議により, あらかじ
め公告して, 株主または質権者としての権利を
行使すべき者を確定する基準日を定めることが
できる｡

(定員)
第17条 当会社に取締役30名以内を置く｡
取締役に欠員を生じた場合において法定の員
数を欠かない限りその補充を延期することがで
きる｡

(選任)
第18条 取締役の選任については, 議決権を行使
することができる株式総数の３分の１以上に当
たる株式を有する株主の出席を要する｡
取締役の選任決議は累積投票によらない｡

(任期)
第19条 取締役の任期は, 就任後２年内の最終の
決算期に関する定時株主総会終結の時までとす
る｡
補欠または増員のため選任された取締役の任
期は, 他の在任取締役の任期の満了すべき時ま
でとする｡

(代表取締役および常務取締役)
第20条 取締役会の決議により会長１名, 社長１
名, 副社長, 専務取締役および常務取締役各若
干名を置くことができる｡
会長, 社長, 副社長および専務取締役は各自
会社を代表する｡
各代表取締役は取締役会の決議により業務を
執行する｡

(株式および新株予約権の取扱)
第９条 株式および新株予約権の名義書換, 実質
株主名簿および新株予約権原簿への記載, 単元
未満株式の買い取りその他株式および新株予約
権に関する取り扱いおよびその手数料ならびに
株券の種類については取締役会で定める株式取
扱規則等による｡

(基準日)
第10条 当会社は毎年３月31日の最終の株主名簿
に記載または記録された株主 (実質株主を含む｡
以下同じ｡) をもって, その決算期に関する定
時株主総会において権利を行使すべき株主とす
る｡
前項その他定款に定めある場合のほか必要が
あるときは, 取締役会の決議により, あらかじ
め公告して, 株主または質権者としての権利を
行使すべき者を確定する基準日を定めることが
できる｡

(定員)
第17条 当会社に取締役15名以内を置く｡
取締役に欠員を生じた場合において法定の員
数を欠かない限りその補充を延期することがで
きる｡

(選任)
第18条 取締役の選任については, 総株主の議決
権の３分の１以上を有する株主の出席を要する｡
取締役の選任決議は累積投票によらない｡

(任期)
第19条 取締役の任期は, 就任後１年内の最終の
決算期に関する定時株主総会終結の時までとす
る｡
補欠または増員のため選任された取締役の任
期は, 他の在任取締役の任期の満了すべき時ま
でとする｡

(代表取締役および役付取締役)
第20条 取締役会の決議により会長１名, 社長１
名, 必要に応じてその他の役付取締役若干名を
置くことができる｡
取締役会の決議をもって代表取締役を定める｡
各代表取締役は取締役会の決議により業務を
執行する｡
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現 行 定 款 変 更 案

(新 設)

第26条～

(記載省略)
第27条

(選任)
第28条 監査役の選任については, 議決権を行使
することができる株式総数の３分の１以上に当
たる株式を有する株主の出席を要する｡

第29条～

(記載省略)
第35条

(新 設)

第36条 (記載省略)

(利益配当金)
第37条 利益配当金は, 毎年３月31日の最終の株
主名簿に記載された株主または質権者に支払う｡

(金銭の分配)
第38条 取締役会の決議により, 毎年９月30日の
最終の株主名簿に記載された株主または質権者
に対し, 商法第293条ノ５の規定により金銭の
分配をすることができる｡
金銭の分配の有無, 金額その他必要な事項は,
前項の日から３月内に取締役会で定める｡

(取締役の責任免除)
第26条 当会社は, 取締役 (取締役であった者を
含む) の商法第266条第１項第５号の行為に関
する責任につき, その取締役が職務を行うにつ
き善意にしてかつ重大なる過失がない場合は,
取締役会の決議により, 商法第266条第12項,
同条第17項および同条第18項の定める限度額の
範囲内で, その責任を免除することができる｡

第27条～

(現行第26条～第27条の条数を繰り下げます)
第28条

(選任)
第29条 監査役の選任については, 総株主の議決
権の３分の１以上を有する株主の出席を要する｡

第30条～

(現行第29条～第35条の条数を繰り下げます)
第36条

(監査役の責任免除)
第37条 当会社は, 監査役 (監査役であった者を
含む｡) の責任につき, その監査役が職務を行
うにつき善意にしてかつ重大なる過失がない場
合は, 取締役会の決議により, 商法第280条第
１項の準用する商法第266条第18項により読み
替えて適用する同条第12項の定める限度額の範
囲内で, その責任を免除することができる｡

第38条 (現行第36条の条数を繰り下げます)

(利益配当金)
第39条 利益配当金は, 毎年３月31日の最終の株
主名簿に記載または記録された株主または質権
者に支払う｡

(金銭の分配)
第40条 取締役会の決議により, 毎年９月30日の
最終の株主名簿に記載または記録された株主ま
たは質権者に対し, 商法第293条ノ５の規定に
より金銭の分配をすることができる｡
金銭の分配の有無, 金額その他必要な事項は,
前項の日から３月内に取締役会で定める｡
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第３号議案 自己株式取得の件

経済情勢の変化に対応して, 財務政策等の経営諸施策を機動的に遂

行することが可能となるように, 商法第210条の規定に基づき, 本定時

株主総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに, 当社普通株

式6,000万株, 取得価額の総額200億円を限度として取得することにつ

きご承認願いたく存じます｡

第４号議案 取締役11名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となりますので, 改

めて取締役11名の選任をお願いするものであります｡

取締役候補者は次のとおりであります｡

現 行 定 款 変 更 案

第39条 (記載省略)

(転換社債の転換の時期)
第40条 転換社債の転換により発行された株式に
対する最初の利益配当金および第38条の規定に
よる分配金は, 転換の請求が４月１日から９月
30日までになされたときは４月１日に, 10月１
日から翌年３月31日までになされたときは10月
１日に, それぞれ転換があったものとみなして
支払うものとする｡

第41条 (現行第39条の条数を繰り下げます)

(転換社債の転換および新株予約権付社債の権利
行使の時期)
第42条 転換社債の転換および新株予約権付社債
の権利行使により発行された株式に対する最初
の利益配当金および第38条の規定による分配金
は, 転換および権利行使の請求が４月１日から
９月30日までになされたときは４月１日に, 10
月１日から翌年３月31日までになされたときは
10月１日に, それぞれ転換および権利行使があっ
たものとみなして支払うものとする｡
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氏 名
(生 年 月 日)

略 歴
[他の会社の代表状況]

所有する当社
の株式の数

１
安 西 邦 夫
(昭和８年10月25日生)

昭和31年４月 当社入社
同 54年９月 同原料部長
同 57年６月 同取締役原料部長
同 58年６月 同常務取締役
同 61年６月 同専務取締役
同 63年６月 同取締役副社長
平成元年４月 同取締役社長
同 11年６月 同取締役会長

現在に至る
[他の会社の代表状況]
株式会社大利根カントリー倶楽部取締役社
長

288,752株

２
上 原 英 治
(昭和11年２月９日生)

昭和34年４月 当社入社
同 61年７月 同文書部担当取締役付
同 62年７月 同設備営業部部長代理
同 63年６月 同営業計画部長
平成３年７月 同経理部長
同 ４年６月 同取締役総合企画部長
同 ５年６月 同常務取締役総合企画部長
同 ６年６月 同常務取締役
同 ７年６月 同専務取締役
同 ８年６月 同専務取締役事業開発本部長
同 10年６月 同取締役副社長
同 11年６月 同取締役社長

現在に至る

163,831株

３
市 野 紀 生
(昭和16年１月１日生)

昭和39年４月 当社入社
平成２年７月 同営業計画部営業総務グルー

プ総括
同 ３年７月 同北部事業本部副本部長
同 ５年６月 同文書部担当取締役付
同 ８年６月 同取締役総合企画部長
同 10年６月 同常務取締役事業開発本部長
同 12年６月 同専務取締役事業開発本部長
同 13年６月 同専務取締役

現在に至る

86,617株
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氏 名
(生 年 月 日)

略 歴
[他の会社の代表状況]

所有する当社
の株式の数

４
大 堀 文 男
(昭和15年１月27日生)

昭和37年４月 当社入社
平成元年６月 同千葉支社長
同 ３年７月 同東部事業本部千葉事業部長
同 ４年６月 同マーケティング企画部部長

代理地域計画グループマネー
ジャー

同 ６年７月 同首都圏営業本部広域圏計画
部長

同 ７年６月 同エネルギー営業本部広域圏
計画部長

同 ８年６月 同取締役エネルギー営業本部
広域圏計画部長

同 ９年６月 同取締役北部事業本部長
同 10年６月 同常務取締役神奈川事業本部

長
同 11年６月 同常務取締役導管・保安本部

長
同 12年６月 同常務取締役生産本部長
同 13年６月 同専務取締役生産本部長

現在に至る

69,000株

５
小 林 剛 也
(昭和17年３月23日生)

昭和40年４月 当社入社
平成３年７月 同事業開発本部長付
同 ６年３月 同情報システム部長
同 ７年６月 同リビング営業本部リビング

企画部長
同 10年６月 同取締役リビング営業本部リ

ビング企画部長
同 12年６月 同常務取締役
同 13年６月 同常務取締役R&D本部長

現在に至る

59,171株

６
石 黒 正 大
(昭和17年５月８日生)

昭和41年４月 通商産業省入省
平成３年６月 同中小企業庁小規模企業部長
同 ４年６月 同大臣官房審議官 (産業政策

局担当)
同 ６年８月 同衆議院事務局商工委員会調

査室長
同 ８年７月 同中小企業庁長官
同 ９年７月 同退職
同 ９年７月 日本開発銀行理事
同 11年10月 日本政策投資銀行理事
同 12年３月 同退職
同 12年４月 当社顧問
同 12年６月 同常務取締役

現在に至る

50,000株

―(�)―



氏 名
(生 年 月 日)

略 歴
[他の会社の代表状況]

所有する当社
の株式の数

７
鳥 原 光 憲
(昭和18年３月12日生)

昭和42年４月 当社入社
平成４年７月 同総合企画部経営企画グルー

プマネージャー
同 ５年８月 同神奈川事業本部計画部長
同 ６年６月 同神奈川事業本部副本部長
同 ８年６月 同原料部長
同 10年６月 同取締役原料部長
同 12年６月 同常務取締役

現在に至る

58,000株

８
草 野 成 郎
(昭和19年３月25日生)

昭和42年４月 当社入社
平成４年７月 同首都圏営業本部空調営業部

冷暖房第一グループマネージ
ャー

同 ４年10月 同首都圏営業本部都市エネル
ギー事業部営業推進グループ
マネージャー

同 ５年１月 同首都圏営業本部都市エネル
ギー事業部営業推進グループ
マネージャー業務用営業グル
ープマネージャー

同 ５年７月 同首都圏営業本部都市エネル
ギー事業部営業推進グループ
マネージャー

同 ７年６月 同エネルギー営業本部都市エ
ネルギー事業部営業推進グル
ープマネージャー

同 ８年６月 同営業企画部長
同 ９年６月 同営業総括部長
同 10年６月 同取締役総合企画部長
同 12年６月 同常務取締役

現在に至る

57,000株

９
横 内 稔
(昭和17年９月18日生)

昭和40年４月 当社入社
平成３年７月 同文書部文書グループマネー

ジャー
同 ６年７月 同文書部部長代理文書グルー

プマネージャー
同 ７年６月 同文書部長
同 10年６月 同エネルギー営業本部エネル

ギー企画部長
同 12年６月 同取締役エネルギー営業本部

長兼エネルギー営業本部大口
エネルギー事業部長

同 13年６月 同常務取締役エネルギー営業
本部長兼エネルギー営業本部
大口エネルギー事業部長
現在に至る

55,000株

―(�)―



(注) １ 候補者と当社との間には, いずれも特別の利害関係はありません｡
２ 茂木友三郎および井上幸彦の両氏は, 商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役の
候補者であります｡

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴
[他の会社の代表状況]

所有する当社
の株式の数

10
茂 木 友三郎
(昭和10年２月13日生)

昭和33年４月 キッコーマン株式会社入社
同 54年３月 同取締役
同 57年３月 同常務取締役
平成元年３月 同専務取締役
同 ６年３月 同取締役副社長
同 ７年２月 同代表取締役社長

現在に至る
[他の会社の代表状況〕
太平洋貿易株式会社取締役会長
利根コカ・コーラボトリング株式会社取締
役会長
株式会社醤油会館取締役社長
千葉ゼロックス株式会社取締役会長

0株

11
井 上 幸 彦
(昭和12年11月４日生)

昭和37年４月 警察庁入庁
同 63年２月 警視庁警備部長
平成元年６月 千葉県警察本部長
同 ３年１月 警察庁長官官房長
同 ４年９月 同警務局長
同 ６年７月 同次長
同 ６年９月 警視総監
同 ８年12月 同辞任
同 ９年７月 当社特別顧問

現在に至る

0株

―(�)―



第５号議案 監査役２名選任の件

監査役小川明良氏は, 本総会終結の時をもって任期満了となり, ま

た監査役佐藤昌之氏は, 本総会終結の時をもって辞任されますので,

改めて監査役２名の選任をお願いするものであります｡

監査役候補者は次のとおりであります｡

なお, 本議案の提出につきましては, あらかじめ監査役会の同意を

得ております｡

(注) １ 候補者と当社との間には, いずれも特別の利害関係はありません｡
２ 根本和夫氏は, ｢株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律｣ 第18条第１項に定め
る社外監査役の候補者であります｡

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴
[他の会社の代表状況]

所有する当社
の株式の数

１
秋 元 壯一郎
(昭和14年７月26日生)

昭和37年４月 当社入社
平成元年６月 同営業部営業第二グループ総

括
同 ２年７月 同人事部部長代理人事グルー

プ総括
同 ３年７月 同人事部長
同 ６年６月 同取締役文書部担当取締役付
同 ９年６月 同常務取締役
同 11年６月 同常務取締役お客さまサービ

ス本部長
同 12年６月 同専務取締役リビング営業本

部長
現在に至る

89,300株

２
根 本 和 夫
(昭和８年11月17日生)

昭和31年９月 横浜市採用
同 62年４月 同公害対策局長
平成元年５月 同市民局長
同 ２年６月 同総務局長
同 ３年６月 同収入役
同 ４年６月 同助役
同 ７年５月 同退職
同 ７年６月 横浜市土地開発公社理事長
同 14年５月 同退職

現在に至る

0株

―(�)―



第６号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます山口

靖之・伊藤春野・高砂智之・秋元壯一郎・田熊典敞・伊藤 亨・西脇

英夫・大野省三・井村義人・浦野 浩・久野武男・石川赳夫・桜井

正・膳場 忠・前田忠昭・植村家顯・國富 �・徳本恒徳・今沢時雄

の各氏および本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任さ

れます小川明良氏ならびに本総会終結の時をもって監査役を辞任され

ます佐藤昌之氏に対し, 在任中の功労に報いるため, 当社の定める基

準に従って退職慰労金を贈呈することとし, その金額, 時期, 方法等

は, 退任取締役については取締役会に, 退任監査役については監査役

の協議にご一任願いたいと存じます｡

退任取締役および退任監査役各氏の略歴は次のとおりであります｡

氏 名 略 歴

山 口 靖 之

平成６年６月 当社取締役資材部長
同 ７年６月 同取締役設備技術部長
同 ８年６月 同常務取締役
同 10年６月 同専務取締役技術本部長
同 11年６月 同専務取締役
同 12年６月 同取締役副社長

現在に至る

伊 藤 春 野

平成６年６月 当社取締役総合企画部長
同 ８年６月 同常務取締役
同 10年６月 同専務取締役
同 12年６月 同取締役副社長

現在に至る

高 砂 智 之

平成６年６月 当社取締役生産本部生産部長
同 ９年６月 同常務取締役生産本部長
同 12年６月 同常務取締役生産本部長兼生

産本部生産部長
同 12年６月 同専務取締役導管・保安本部

長
現在に至る

―(�)―



氏 名 略 歴

秋 元 壯一郎

平成６年６月 当社取締役文書部担当取締役
付

同 ９年６月 同常務取締役
同 11年６月 同常務取締役お客さまサービ

ス本部長
同 12年６月 同専務取締役リビング営業本

部長
現在に至る

田 熊 典 敞

平成８年６月 当社取締役リビング営業本部
リビング営業部長

同 ９年６月 同取締役リビング営業本部リ
ビング開発事業部長

同 10年６月 同常務取締役リビング営業本
部長

同 12年６月 同常務取締役お客さまサービ
ス本部長

同 13年６月 同常務取締役
現在に至る

伊 藤 亨

平成９年６月 当社取締役広報部長
同 10年６月 同取締役中央事業本部長
同 11年６月 同取締役お客さまサービス本

部サービス推進部長
同 12年６月 同常務取締役
同 13年６月 同常務取締役お客さまサービ

ス本部長
現在に至る

西 脇 英 夫

平成10年６月 当社取締役営業総括部長
同 12年６月 同常務取締役
同 13年１月 同常務取締役営業総括部長
同 13年６月 同常務取締役広域圏営業本部

長
現在に至る

大 野 省 三
平成10年６月 当社取締役総務部長
同 12年６月 同常務取締役
同 13年６月 同常務取締役関連事業本部長

現在に至る

井 村 義 人
平成10年６月 当社取締役生産本部生産部長
同 12年６月 同取締役総務部担当取締役付

現在に至る

浦 野 浩
平成11年６月 当社取締役国際部担当取締役

付
現在に至る

久 野 武 男

平成12年６月 当社取締役お客さまサービス
本部サービス推進部長

同 13年６月 同取締役お客さまサービス本
部神奈川支店長
現在に至る

石 川 赳 夫 平成12年６月 当社取締役経理部長
現在に至る

―(�)―



第７号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は, 平成２年６月28日開催の第190回定時株主

総会において, 月額6,500万円以内と定められ現在に至っておりますが,

第２号議案が承認可決されますと, 取締役の員数が15名以内となるこ

と, ならびに経済情勢の変化等諸般の事情を勘案し, 取締役の報酬額

を月額4,000万円以内に改定させていただきたいと存じます｡

なお, 第４号議案が承認可決されますと, 取締役は11名となります｡

以 上

氏 名 略 歴

桜 井 正
平成12年６月 当社取締役導管・保安本部導

管部長
現在に至る

膳 場 忠
平成12年６月 当社取締役営業総括部長
同 13年１月 同取締役用地環境整備プロジ

ェクト部長
現在に至る

前 田 忠 昭
平成12年６月 当社取締役エネルギー営業本

部エネルギー企画部長
現在に至る

植 村 家 顯
平成12年６月 当社取締役研究開発部長
同 13年６月 同取締役Ｒ＆Ｄ本部Ｒ＆Ｄ企

画部長
現在に至る

國 富 �
平成12年６月 当社取締役総合企画部長

現在に至る

徳 本 恒 徳
平成12年６月 当社取締役商品技術開発部長
同 13年６月 同取締役Ｒ＆Ｄ本部技術開発

部長
現在に至る

今 沢 時 雄
平成13年６月 当社取締役エネルギー営業本

部コーディネーター
現在に至る

小 川 明 良 平成11年６月 当社常勤監査役
現在に至る

佐 藤 昌 之 平成10年６月 当社監査役
現在に至る

―(�)―



株主総会会場ご案内

会 場……東京瓦斯株式会社２階大会議室

東京都港区海岸一丁目５番20号

Ｊ Ｒ……○ 浜松町駅南口下車徒歩約４分

地下鉄……○ 都営浅草線・大江戸線大門駅

下車徒歩約10分
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至

新

橋

�

至

新

橋

�
都営大江戸線大門駅�

都営大江戸線�

都
営
浅
草
線
大
門
駅�

都
営
浅
草
線�

至赤羽橋�

至増上寺�

至

三

田

�

第
一
京
浜
国
道�

至

田

町

�

モ
ノ
レ
ー
ル�

海

岸

通

り

�

歩行者デッキ�

首 都 高 速 �

旧 芝 離 宮�

恩 賜庭園�

海岸一丁目交差点○�

至竹芝桟橋�

至築地市場�

東芝ビル�

ディング�

東 京 ガ ス�
ビルディング�

Ｊ
Ｒ
浜
松
町
駅�

首

都

高

速

�

世 界 貿 易�
センタービル�
（２階）�


